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第1章 計画の基本的事項 

1．計画策定の趣旨 

太陽から 地球に降り 注ぐ 光は、 地球の大気を 素通り し て地表面を暖め、 その地表から 放射さ れ

る熱を温室効果ガス＊が吸収し 、 大気を 暖めています。 温室効果ガスが全く ない場合、 地球の平

均気温は氷点下 19℃になるため、「 ある程度」 の温室効果ガスは、 生き 物にと っ て必要なも のと

言われています。  

し かし 、 18 世紀半ばの工業化以降、 大気中の温室効果ガスの濃度は増加し 続け、 温室効果が

強く なるこ と で、 地球の気温は上昇し ています（ 地球温暖化＊）。  

地球温暖化による平均気温の上昇に伴い、 極端な暑さ や雨の降り 方の変化など、 気候そのも の

の姿が大き く 変化し ています（ 気候変動＊）。  

気候変動は、 すでに自然環境や人々の生活に広範な悪影響をも たら し ており 、 地球温暖化の進

行に伴い、 その影響はより 一層深刻化すると 予測さ れています。 こ のため、 大気中の温室効果ガ

スの濃度を安定化さ せ、 地球温暖化を 防止するこ と が急務と なっ ています。  

気候変動への対策は、 温室効果ガスの排出を 削減する「 緩和策＊」 だけでなく 、 既に生じ てい

る、 あるいは、 将来予測さ れる気候変動の影響による被害を回避・ 軽減する「 適応策＊」 も 、 同

時に進めていく 必要があり ます。  

 

 

図 1-1 気候変動対策（緩和と適応） 

 

本市では、 令和 4（ 2022） 年 3 月に「 ゼロカ ーボンシティ 宣言＊」 を 行い、 2050 年二酸化炭素

排出量実質ゼロを 目指すこ と を 決定し まし た。  

その後、 令和 4（ 2022） 年度に「 伊予市地球温暖化対策実行計画」（ 区域施策編） を 策定し 、

地域全体で「 2050 年度実質排出量ゼロ」 を 目指し 、 温室効果ガスの排出抑制（ 緩和） や気候変

動適応策を推進し ています。  

さ ら に本市では、 地域における率先行動が求めら れるため、 平成 30（ 2018） 年度に「 第 4 次

伊予市地球温暖化対策実行計画」 を策定し 、 事務及び事業活動から 排出さ れる温室効果ガスの削

減（ 緩和） に取り 組んでまいり まし た。  

こ の度、「 第 4 次伊予市地球温暖化対策実行計画」 の計画期間が終了し たこ と に伴い、 区域施

策編と の統合を図るこ と により 、 脱炭素社会＊の実現に向けた取組を 一層強化し 、 より 効果的に

推進するため、 両計画を一本化し た新たな計画を策定し ます。  
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2．計画の位置づけ 

本計画は、 市の気候変動対策を 一体的に推進するこ と を 目的と し て策定し ており 、 法に定めら

れた 3 つの計画（ 地方公共団体実行計画（ 区域施策編）、 地方公共団体実行計画（ 事務事業編）

及び地域気候変動適応計画） を 内包し ています。  

地方公共団体実行計画（ 区域施策編） は、 地球温暖化対策の推進に関する法律＊（ 以下「 地球

温暖化対策推進法」 と いう 。） 第 21 条第 3 項で策定が求めら れる、 市民や市内事業者等を含む市

域における温室効果ガス削減計画です。  

地方公共団体実行計画（ 事務事業編） は、 地球温暖化対策推進法第 21 条第 1 項で策定が求め

ら れる、 市の事務事業における温室効果ガス削減計画です。  

地域気候変動適応計画は、 気候変動適応法＊第 12 条で策定が求めら れる、 市全体における気候

変動の影響への適応を 推進するための計画です。  

本計画は、 本市の「 総合計画」 や「 環境基本計画」 等、 並びに国の「 地球温暖化対策計画」、

「 政府がその事務及び事業に関し 温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき 措置について定

める 計画（ 以下「 政府実行計画」 と いう 。）」 及び「 気候変動適応計画」 等と の整合を図り ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

第21条第3項

【国】

区域施策編：市域から排出される温室効果ガスの削減について

事務事業編：市の事務事業から排出される温室効果ガスの削減について
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3．計画期間と基準年度 

計画期間は、 令和 8（ 2026） 年度から 令和 12（ 2030） 年度と し ます。  

区域施策編及び事務事業編の基準年度は、 国の「 地球温暖化対策計画（ 令和 7（ 2025） 年 2 月

18 日閣議決定）」 と 同じ く 平成 25（ 2013） 年度と し ます。  

 

4．対象とする温室効果ガス 

本計画で対象と する温室効果ガスは、 区域施策編は地球温暖化対策推進法で削減対象と し てい

る 7 物質のう ち、 二酸化炭素、 メ タ ン、 一酸化二窒素の 3 種類と し 、 事務事業編は二酸化炭素と

し ます。  

なお、 ハイ ド ロフ ルオロカ ーボン類、 パーフ ルオロカ ーボン類、 六ふっ 化硫黄及び三ふっ 化窒

素については、 排出量がないため対象外と し ます。  

 

表 1-1 温室効果ガスの種類と主な発生源 

区域 

施策編 

事務 

事業編 
温室効果ガス 主な発生源 

● 

● 

二酸化炭素（ CO2）  

エネルギー起源 
石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の燃焼、

電気の使用（ 火力発電所によるも の） 等 

－ 非エネルギー起源 
廃棄物の焼却処理、 セメ ント や石灰石製造等

の工業プロセス等 

● － メ タ ン（ CH4）  
稲作、 家畜の腸内発酵、 廃棄物の焼却処理、

排水処理、 自動車の走行等 

● － 一酸化二窒素（ N2O）  
化石燃料の燃焼、化学肥料の施用、排水処理、

自動車の走行等 

－ － ハイ ド ロフ ルオロカ ーボン類（ HFCs）  

冷凍空気調和機器・ プラ スチッ ク ・ 半導体素

子等の製造、 溶剤と し てのHFCsの使用・ 製造

等 

－ － パーフ ルオロカ ーボン類（ PFCs）  
アルミ ニウムの製造、 半導体素子等の製造、

溶剤等と し てのPFCsの使用、 PFCsの製造 

－ － 六ふっ 化硫黄（ SF6）  
マグネシウム合金の鋳造、 電気機械器具や半

導体素子等の製造等 

－ － 三ふっ 化窒素（ NF3）  半導体素子等の製造、 NF3の製造 

 

  



4 

 

＜コラム＞ 私たちの生活と温室効果ガス 

近年、 人間活動の拡大に伴っ て二酸化炭素（ CO2）、 メ タ ン（ CH4）、 一酸化二窒素（ N2O）、

代替フ ロン類等の温室効果ガスが大量に大気中に排出さ れるこ と で、 地球温暖化が進行し て

いると 言われています。  

特に二酸化炭素は、 化石燃料の燃焼等によっ て膨大な量が人為的に排出さ れており 、 産業

（ 製造業、 建設業、 農林水産業におけるエネルギー消費）、 運輸（ 自動車、 船舶等における

エネルギー消費）、 家庭（ 家庭におけるエネルギー消費）、 業務その他（ 事業所・ ビル、 商

業・ 施設等におけるエネルギー消費）、 廃棄物など様々な分野の人間活動によっ て排出さ れ

ています。  

二酸化炭素の他にも 、 稲作、 家畜の腸内発酵、 排水処理等によるメ タ ンや、 化石燃料の燃

焼、 化学肥料の施用等の農業由来によ る一酸化二窒素などが、 私たちの生活から 排出さ れて

います。  

一人一人が地球温暖化を自分ごと と し てと ら え、 行動を変容し ていく こ と が重要です。  

 

日本の部門別、主体別の二酸化炭素排出量の内訳（2023 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出典） 温室効果ガスイ ンベント リ オフ ィ ス/2023 年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について 
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5．地球温暖化の現状と国内外の動向 

（1） 気候変動の影響 

気候変動に関する政府間パネル＊（ 以下「 I PCC」 と いう 。） は、 気候変動に関する最新の科学的

知見について評価し 、 定期的に報告書を作成し ています。 令和 5（ 2023） 年 3 月には第 6 次評価

報告書の統合報告書が公表さ れ、 人間活動が主に温室効果ガスの排出を 通し て地球温暖化を 引き

起こ し てき たこ と は疑う 余地がないと 示さ れまし た。 第 6 次評価報告書では、 複数のシナリ オ別

に将来予測も 行っ ており 、 化石燃料＊依存型の発展の下で気候政策を 導入し ない最大排出量シナ

リ オ（ SSP5-8. 5） では、 21 世紀末の世界平均気温が 1850～1900 年（ 工業化以前の状態の近似

値） と 比べて 3. 3～5. 7℃上昇する可能性が非常に高いこ と が示さ れています。  

なお、 後述するパリ 協定の「 1. 5℃目標」 を 達成するシナリ オ（ SSP1-1. 9） では、 年間の二酸

化炭素排出量を 2050 年頃に正味ゼロと する必要があり ます。  

 

 

図 1-3 世界平均気温の変化予測（1950～2100 年・観測と予測） 

（ 出典） I PCC第 6 次評価報告書/全国地球温暖化防止活動推進センタ ー 
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（2） 温室効果ガスの濃度 

大気中における二酸化炭素の世界平均濃度は、 増加傾向が続いており 、 令和 5（ 2023） 年には

工業化以前（ 1750 年以前） と 比べて 51％増加し た水準に達し ています。  

また、 大気中におけるメ タ ン及び一酸化二窒素の世界平均濃度も 増加し ており 、 令和 5（ 2023）

年には工業化以前と 比べてそれぞれ 165％と 25％増加し た水準に達し ています。  

 

図 1-4 大気中二酸化炭素の世界平均濃度 

（ 出典） WMO温室効果ガス年報第 20 号（ 気象庁訳）  

※赤線は季節変動を除いた月平均値、 青線は月平均値を示す。  

 

 

（3） 気象観測データ及び将来予測 

�  現在までの気象 

2011～2020 年における世界平均気温は、 1850～1900 年（ 工業化以前の状態の近似値） と 比べ

てすでに 1. 09℃高く なっ ています。  

日本の年平均気温は、 長期的には 100 年あたり 1. 4℃の割合で上昇し ています。 松山地方気象

台の年平均気温についても 、 100 年あたり 1. 9℃の割合で上昇し ています。  

また、 松山地方気象台の猛暑日（ 日最高気温 35℃以上の日）、 熱帯夜（ 日最低気温 25℃以上の

日） の年間日数について、 増加傾向が表れていると と も に、 冬日（ 日最低気温が 0℃未満の日）

の日数については減少傾向が表れています。  
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図 1-5 世界平均気温の経年変化 

（ 出典） 全国地球温暖化防止活動推進センタ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 日本の年平均気温の推移 

（ 出典） 気象庁 HP 
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図 1-7 松山地方気象台における気象観測データ（年平均気温・猛暑日） 

（ 出典） 気候変動適応情報プラ ッ ト フ ォ ーム（ A-PLAT）  

 

※長期変化傾向の評価 

年平均気温： 上昇し ている（ 信頼水準 99％で統計的に有意）  

日最高気温 35℃以上の年間日数： 増加し ている（ 信頼水準 99%で統計的に有意）  
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図 1-8 松山地方気象台における気象観測データ（熱帯夜・冬日） 

（ 出典） 気候変動適応情報プラ ッ ト フ ォ ーム（ A-PLAT）  

※長期変化傾向の評価 

日最低気温が 25℃以上の年間日数： 増加し ている（ 信頼水準 99%で統計的に有意）  

日最低気温が 0℃未満の年間日数： 減少し ている（ 信頼水準 99%で統計的に有意）  
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�  将来予測データ 

将来の気候は、 今後の温室効果ガス排出量の状況によっ て異なる予測と なり ますが、 SSP5-8. 5

（ 化石燃料依存型の発展の下で気候政策を 導入し ない最大排出量シナリ オ） の場合、 本市の 21

世紀末における年平均気温は、 概ね 20～25℃の範囲まで上昇するこ と が予測さ れています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980～2000 年（ 基準期間）   2080～2100 年（ SSP5-8. 5）  

図 1-9 伊予市における年平均気温（20 世紀末と 21 世紀末の比較） 

（ 出典） 気候変動適応情報プラ ッ ト フ ォ ーム（ A-PLAT）  

 

（4） 気候変動による影響 

気候変動によっ て、 その場所では発生し ていなかっ た影響が生じ るよう になっ たり 、 すでに発

生し ていた影響であっ ても 、 その頻度の増加や程度の悪化が生じ たり し ています。 また、 地球温

暖化が進行するこ と で、 さ ら なる悪化も 懸念さ れています。 下記には、 国内や愛媛県で報告また

は想定さ れる主な影響を示し ています。  

�  農業・ 林業・ 水産業分野では、 高温によるコ メ の白未熟粒などの発生や、 強い日射や高温

等による、 果樹の着色不良・ 着色遅延、 日焼け果等が報告さ れています。 特に柑橘類で

は、 気候の変化による浮皮( 果皮と 果肉が分離し た状態) や裂果( 実が割れる現象) が多く 発

生し 、 品質が著し く 低下し やすく なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

温州みかんの浮皮果( 左) と 正常果( 右)          甘平の裂果 

（ 出典） 愛媛県地球温暖化対策実行計画 

 

�  水環境・ 水資源分野では、 降水の時空間分布が変化し ており 、 無降雨・ 少雨が続く こ と 等

により 、 渇水が発生し 、 給水制限が実施さ れています。  
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�  自然生態系分野では、 四国太平洋沿岸において、 海水温の上昇や海中環境の変化に伴い、

サンゴの分布域の拡大や種数の増加、 藻場の磯焼け等によ る衰退、 魚種の変化( 温帯性種

群の減少･南方系種群の増加) が生じ ているこ と が報告さ れています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

藻場の磯焼け 

（ 出典） 水産庁 HP 

 

�  自然災害・ 沿岸域分野では、 極端な大雨等の増加により 、 全国各地で甚大な水害や土砂災

害が発生し ています。 愛媛県においても 、 平成 30 年 7 月に記録的な長時間の降雨に加

え、 短時間豪雨も 広範囲に発生し たこ と により 、 各地で洪水氾濫と 内水氾濫が同時に発生

し 、 甚大な被害を も たら し まし た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月豪雨による冠水（ 大洲市）  

（ 出典） 国土交通省 HP 

 

�  健康分野では、 熱中症による死亡者数が近年増加傾向にあり ます。 また、 熱帯性の感染症

を 媒介する蚊の生息域の北限が北へと 広がっ ています。  

�  産業・ 経済活動分野では、 近年、 自然災害に伴う 損害保険の支払額が増加傾向にあり ま

す。  

�  国民生活・ 都市生活分野では、 気候変動による気温上昇に、 ヒ ート アイ ラ ンド 現象＊が加

わり 、 急速に都市の温暖化が進んでいると 言われています。  
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（5） 国際的な動向 

平成27（ 2015） 年にフ ラ ンスで開催さ れた国連気候変動枠組条約＊第21回締約国会議（ COP21）

において、 令和2（ 2020） 年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みである「 パリ 協定＊」 が

採択さ れまし た。「 パリ 協定」 では、 気候変動によるリ スク を抑制するために、「 世界的な平均気

温上昇を 工業化以前に比べて2℃より も 十分低く 保つと と も に（ 2℃目標）、 1. 5℃に抑える努力を

追求するこ と （ 1. 5℃目標）」 を 世界共通の長期目標と し ています。  

COP21 では、 1. 5℃の気温上昇による影響や、 温室効果ガス排出経路に関する特別報告書の提供

を I PCCに招請するこ と を決定し 、 平成 30（ 2018） 年に I PCCは 1. 5℃特別報告書を公表し まし

た。 1. 5℃特別報告書では、 気温上昇を 1. 5℃に抑えるためには、 二酸化炭素排出量が令和 12

（ 2030） 年までに 45％削減さ れ、 令和 32（ 2050） 年頃には実質ゼロにするこ と が必要と 示さ れ

まし た。  

令和 5（ 2023） 年にアラ ブ首長国連邦（ UAE） で開催さ れた国連気候変動枠組条約第 28 回締約

国会議（ COP28） では、 パリ 協定で掲げら れた目標達成に向けて、 世界全体の進捗状況を 評価す

る「 グローバル・ スト ッ ク テイ ク ＊」（ 以下「 GST」 と いう 。） が初めて実施さ れまし た。 GST で

は、 パリ 協定の目標達成にあたり 、「 世界の気温上昇を 1. 5℃に抑える」 と いう 目標まで隔たり が

ある （ オント ラ ッ ク ではない） こ と や、 1. 5℃目標に向けて行動と 支援が必要であるこ と が強調

さ れまし た。  

GST の結果を 踏まえ、 各国は自国の温室効果ガスの排出削減目標（ NDC＊） を 更新するこ と と し

ており 、 日本も 令和 7（ 2025） 年 2 月に新たな NDC（ 平成 25（ 2013） 年度比で、 令和 17（ 2035）

年度▲60％、 令和 22（ 2040） 年度▲73％を 提出し ています。  

 

（6） 国内の動向 

�  日本全体における温室効果ガス排出削減 

令和 2（ 2020） 年 10 月、 国はパリ 協定に定める目標（ 2℃目標及び 1. 5℃目標） 等を 踏まえ、

令和 32（ 2050） 年までに温室効果ガスの排出を 全体と し てゼロにする、 すなわち、「 2050 年カ ー

ボン ニュ ート ラ ル＊」 の実現を 目指すこ と を 宣言し まし た。  

令和 3（ 2021） 年 4 月には、 2050 年目標と 整合的で野心的な目標と し て、 令和 12（ 2030） 年

度に温室効果ガスを平成 25（ 2013） 年度から 46％削減する こ と を目指し 、 さ ら に、 50％の高み

に向けて挑戦を続けていく こ と が表明さ れています。  

令和 7（ 2025） 年 2 月には、 地球温暖化対策を 総合的かつ計画的に推進するために政府が定め

る「 地球温暖化対策計画」 が改定さ れ、 2050 年目標の実現に向けた直線的な経路にある野心的

な目標と し て、 令和 17（ 2035） 年度、 令和 22（ 2040） 年度に、 温室効果ガスを 平成 25（ 2013）

年度から それぞれ 60％、 73％削減するこ と を 目指すこ と が掲げら れています。  
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図 1-10 次期削減目標（NDC） 

（ 出典） 地球温暖化対策計画の概要（ 令和 7（ 2025） 年 2 月、 内閣官房・ 環境省・ 経済産業省）  

 

 

令和 4（ 2022） 年度における日本の温室効果ガス排出・ 吸収量は 1, 085 百万 t -CO2 と 、 平成 25

（ 2013） 年度の排出量と 比べて 22. 9％減少し ている状況です。  

 

図 1-11 日本の温室効果ガス排出・吸収量の推移 

（ 出典） 地球温暖化対策計画（ 令和 7（ 2025） 年 2 月閣議決定）（ 原典： 温室効果ガスイ ンベント リ ）  
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�  第 7 次エネルギー基本計画 

エネルギー政策の基本的な方向性を示すために政府が定める「 第 7 次エネルギー基本計画」 が

令和 7（ 2025） 年 2 月に閣議決定さ れ、 エネルギー安定供給の確保に向けた投資を 促進する観点

から 、 令和 22（ 2040） 年やその先のカ ーボンニュ ート ラ ル実現に向けたエネルギー需給構造を

視野に入れつつ、 S＋3E＊の原則の下、 今後取り 組むべき 政策課題や対応の方向性が示さ れていま

す。  

徹底し た省エネルギーが以前から 変わら ず重要であるこ と に加えて、 令和 32（ 2050） 年に向

けては、 電化や非化石転換が今まで以上に重要になると 考えら れています。  

電源構成は、 脱炭素電源への置き 換えや、 火力発電の脱炭素化を推進し ていく 必要があり 、 再

生可能エネルギー＊に関し ては、 主力電源化を徹底し 、 関係省庁が連携し て施策を強化するこ と

で、 地域と の共生と 国民負担の抑制を 図り ながら 最大限の導入を促すも のと さ れています。  

 

図 1-12 日本のエネルギー需給の見通し（イメージ） 

（ 出典） 第 7 次エネルギー基本計画の概要 

 

�  政府における温室効果ガス排出削減 

政府の事務及び事業における温室効果ガスの削減等のための措置について政府が定める「 政府

実行計画」 は、 令和 7（ 2025） 年 2 月に閣議決定さ れ、 旧計画（ 令和 3（ 2021） 年 10 月策定） か

ら 新たに温室効果ガス排出量に関する目標の 2030 年度 50％削減（ 2013 年度比） の直線的な経路

と し て、「 2035 年度 65%削減・ 2040 年度 79%削減（ 各 2013 年度比）」 と いう 新たな目標が掲げら

れています。  

野心的な目標の達成に向けて、 太陽光発電、 電動車及びLED照明の導入や、 新築建築物のZEB＊

化、 再生可能エネルギー電力調達の推進等を 進めていく と さ れています。  

  



15 

 

�  気候変動適応 

気候変動適応法は、 気候変動による影響に対応し 、 被害の防止・ 軽減を 図るため、 気候変動適

応を 推進するこ と を目的と し て、 平成 30（ 2018） 年 6 月に新規制定さ れた法律です。  

気候変動適応法に基づき 、 気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を 図るために

政府が定める「 気候変動適応計画」 が、 平成 30（ 2018） 年 11 月に閣議決定、「 気候変動影響評

価報告書（ 令和 2（ 2020） 年 12 月）」 を勘案し て令和 3（ 2021） 年 10 月に変更さ れています。  

気候変動適応計画は、「 気候変動影響による被害の防止・ 軽減、 さ ら には、 国民の生活の安

定、 社会・ 経済の健全な発展、 自然環境の保全及び国土の強靱化を 図り 、 安全・ 安心で持続可能

な社会を 構築する こ と 」 を 目標と し 、 基本戦略や分野別の施策が示さ れています。  

なお、 気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、 令和 5（ 2023） 年 4 月に気候

変動適応法が改正さ れ、 令和 6（ 2024） 年 4 月に全面施行さ れまし た。 改正法では、「 熱中症対

策の推進」 が法の目的に追加さ れ、「 熱中症対策実行計画」 の法定計画への格上げ、 熱中症警戒

情報の法定化及び熱中症特別警戒情報の創設、 市町村長による指定暑熱避難施設（ ク ーリ ングシ

ェ ルタ ー） ＊及び熱中症対策普及団体の指定の制度等が措置さ れまし た。  

改正法に基づき 、 令和 5（ 2023） 年 5 月には、「 熱中症対策実行計画」 が閣議決定さ れ、 中期

的な目標（ 令和 12（ 2030 年）） と し て、 熱中症による死亡者数について、 現状から 半減するこ と

を 目指すこ と と し ています。 また、「 気候変動適応計画」 についても 、 熱中症対策実行計画の基

本的事項を定める 等の一部変更が行われています。  

 

�  みどりの食料システム戦略 

農林水産業の生産現場では、 気候変動の影響や資材調達の不安定化が年々深刻化し ており 、 食

料システムの持続性確保は喫緊の課題と なっ ています。 こ のよう な背景をう けて、 食料・ 農林水

産業の生産力向上と 持続性の両立をイ ノ ベーショ ンで実現する「 みどり の食料システム戦略」 が

令和 3（ 2021） 年に策定さ れまし た。  

こ の戦略では、 農林水産業の CO2 ゼロエミ ッ ショ ン化などを目指し ており 、 調達から 、 生産、

加工、 流通、 消費の各段階にて脱炭素化の取組を定めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1-13 みどりの食料システム戦略 

（ 出典） 農林水産省 HP  


